
【必見！】就学支援金の申請方法について 

 

制度変更に伴い、今年度の就学支援金は生徒ごとに申請方法が異なります。 

下表を参考に申請期限５月１５日（金）までに必ず申請してください。 

 

 

 

それぞれの該当区分にて申請してください。 

 

Ａ－１：e-Shien(オンライン)による申請。e-Shien にログインしオレンジ色の「認定申請」のボタンから申請してください。 

 

Ａ－２：e-Shien(オンライン)による申請。e-Shien にログインしオレンジ色の「在校生受給資格確認」のボタンから申請してください。 

 

Ｂ－１：書類による申請。「高等学校等就学支援金 受給資格認定申請書 様式１の１」、国籍・在留資格等確認書類を事務室に提出してください。 

 

Ｂ－２：書類による申請。「高等学校等就学支援金 受給資格確認申請書 様式１の２」、国籍・在留資格等確認書類を事務室に提出してください。 

https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login
https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login
https://www.hs.keio.ac.jp/files/2026/4/30/105fbd0190160708c002f455cf338ab3.pdf
https://www.hs.keio.ac.jp/files/2026/4/30/2e435f0bf2c5169978671501515c7b75.pdf

